
「テロリズムの定義」に関する国内法および国際法の動向 115 

資料 

「テロリズムの定義」に関する国内法

および国際法の動向 

皆 川 誠

1 はじめに 
2 国内法におけるテロリズムの定義 
3 国際法におけるテロリズムの定義 
4 おわりに 

１ はじめに 

2001 年 9 月 11 日の米国同時多発テロ事件（以下，9.11 事件）は世界に衝

撃を与え，同事件を契機としてテロ規制は国際社会の中心的課題として強く

意識されるようになった。わが国でも，かつて日本赤軍やオウム真理教によ

って行われたテロ行為が思い起こされるが，2015年1〜2月に発生した IS（イ

スラム国）による日本人殺害に象徴されるように，テロは今や私たちの周囲

でもいつ起こってもおかしくない状況にあるといえよう。 
 しかしながら，「テロとは何か」と問われた時，国際社会はこれに対する明

確な回答を持ち合わせてこなかった。現在でも，国際社会においてはテロリ

ズムに関する統一的な定義について一般的な合意は得られていない。講学上

も，テロリズムの一応の定義を試みるものがある一方で 1，必ずしも正確な

定義を行う必要はないとの見解もあり 2，テロリズムを法概念として捉える



116 

ために定義を行うべきか，あるいはテロ活動の一部として行われる犯罪行為

を定義するためには望ましくないという理由から，テロリズムを定義するこ

とは差し控えるべきか，議論は錯綜する状況にある 3。 
 実際に，国際法上およびいくつかの国家の国内法制上も，長期に渡りテロ

リズムの定義を行うことは回避されてきたといってよい。しかし，9.11 事件

を契機として，テロリズムは国際安全保障上の新たな脅威として明確に認識

されるところとなり，国際社会はテロリズムに対する適切な行動をとるため

に「定義」の問題にも向き合わざるをえなくなってきている 4。テロリズム

は今や一国における国内問題として解決することは不可能であり，まさに国

際社会が共通の価値観に基づき共同して行動することが求められているので

ある 5。 
 本資料は，テロリズムに対応するための法的枠組みの構築における課題を

検討するための端緒として，テロリズムの定義をめぐる各国国内法および国

際法の動向を紹介するものである 6。 

２ 国内法におけるテロリズムの定義 

１ 米国 

①合衆国法典 第 22 編第 2656f 条(d)項 

（1）「国際テロリズム」とは，2 以上の国の市民又は領土を巻き込むテロリ

ズムをいう。 

（2）「テロリズム」とは，準国家的集団又は諜報部員によって非戦闘員に対

して行われる事前に計画された政治的な動機を有する暴力をいう。 

（3）「テロリスト集団」とは，国際テロリズムを実行する，又は国際テロリ

ズムを実行する下位集団をもつすべての集団をいう。 

②大統領令 第 13224 号 第 3 節 

（d）「テロリズム」とは，次の行為をいう。 
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(i) 暴力行為又は人の生命，財産若しくは施設にとって危険な行為を含み，

かつ， 

(ii) 次のことが明らかに意図されるもの 

 (A) 民間人を脅迫し，又は威圧すること 

 (B) 脅迫又は威圧により政府の政策に影響を与えること 

 (C) 大量破壊，暗殺，誘拐又は人質をとる行為によって政府の行動に影

響を与えること 

③合衆国法典 第 18 編第 2331 条

（1）「国際テロリズム」とは，次の行為をいう。 

（A）合衆国若しくは各州刑法に違反するか，合衆国若しくは各州管轄地

内で行ったとき，犯罪行為となる暴力行為若しくは人の生命に危険をもたら

しうる行為 

（B）次のことが明らかに意図されるもの 

（i）民間人を脅迫し，又は威圧すること 

（ii）脅迫又は威圧により政府の政策に影響を与えること 

（iii）大量破壊，暗殺，誘拐又は人質をとる行為によって政府の行動に

影響を与えること，かつ 

（C）実行の手段，脅迫若しくは威圧が向けられていることが明白に認め

られる者，又はその実行犯が活動し，若しくは潜伏先を探し求めている場所

の観点から，主として合衆国の領域的管轄権の外で，又は国境を越えて行わ

れる行為 

④愛国者法 第 802 条

（a）合衆国法典第 18 編第 2331 条は，次のように改正される。 

…… 

（5）「国内テロリズム」とは，次の行為をいう。 
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（A）合衆国若しくは各州刑法に違反する，人の生命に危険をもたらしう

る行為 

（B）次のことが明らかに意図されるもの 

（i）民間人を脅迫し，又は威圧すること 

（ii）脅迫又は威圧により政府の政策に影響を与えること 

（iii）大量破壊，暗殺，誘拐又は人質をとる行為によって政府の行動に

影響を与えること，かつ 

（C）主として合衆国の領域的管轄権内で行われる行為 

 米国においては，「国際テロリズム」に関してさまざまな定義づけが行われ

てきたが，現在でも統一的なものは存在しない 7。しかし，国務省が毎年発

表するテロリズムの情勢報告を連邦議会に行うためには何らかの基準が必要

であるとして，合衆国法典第 22 編第 2656f 条(d)項の定義（①）が基本的に

用いられてきており，この姿勢は現在でも踏襲されている 8。 
しかし，この定義は 9.11 事件の発生やアルカイダのような組織を想定した

ものではなく，9.11 事件発生 13 日後，ブッシュ大統領は憲法，国家緊急法

等の国内法および国連安全保障理事会決議第 1363 号等に基づいて国家非常

事態を宣言する大統領令第 13224 号を発令，その第 3 節(d)（②）において

テロリズムを定義している。また，9.11 事件から 1 か月余り後には，米国内

のテロに対する安全確保を主眼として 2001 年愛国者法が制定され，同法第

802 条は合衆国法典第 18 編第 2331 条（③）を改正して，「国際テロリズム」

に加えて「国内テロリズム」をも定義した（④）9。 
とりわけ 9.11 事件後に見られるテロリズムの定義においては，民間人を脅

迫し，または威圧することによって政府の政策・行動に影響を与えることが

重視される傾向があるように思われる。 

２ 英国 

2000 年テロリズム法 第 1 条 
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（1）この法律において「テロリズム」とは，次の行為を行うこと又は次の

行為を行うと脅迫することをいう。 

 （a）(2)の範囲内の行為であって， 

 （b）行為又は脅迫が政府に影響を与えること，又は民間人若しくはある階

層の民間人を脅迫すること，及び 

 （c）行為又は脅迫が政治的，宗教的又はイデオロギー的要因を進展させる

目的で行われること 

（2）次のものは，本項における行為とする。 

 （a）人に対する重大な暴力を含む 

 （b）財産に対する重大な損害を含む 

 （c）その行為を行った者以外の人の生活を危険にさらす 

 （d）民間人又はある階層の民間人の健康又は安全に対し重大な危険を作り

出す 

 （e）電子システムの重大な妨害又は重大な遮断を企図する 

（3）火器又は爆発物の使用が 1(b)の条件を満足させるかどうかを含め，(2)

の範囲内で行い又は行うと脅迫することは，テロリズムとする。 

（4）本条において 

 （a）「行為」とは，連合王国の外での行為を含む 

 （b）人又は財産とは，いかなる場所に位置する人又は財産でもこれを含む 

 （c）民間人とは，連合王国以外の国の民間人を含む 

 （d）「政府」とは，連合王国の政府，連合王国の一部を形成する政府，連

合王国以外の国の政府をいう。 

（5）この法律において，テロリズムの目的で行われる行為とは，禁止され

た組織の利益のために行われる行為を含む。 
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 英国は，アイルランドをはじめとして，ケニア，パレスチナ，マレーシア

等において組織的な反植民地的政治的暴力を経験してきており，こうした経

験が英国の対テロ政策に大きな影響を及ぼしてきたとされる 10。 

 英国がテロ行為をはじめて定義したのは 1974 年 11 月 21 日のバーミンガ

ムでのパブ爆破事件をきっかけとして制定された1974年テロリズム防止（暫

定規定）法であり，これが随時改正されながらテロ対策が進められてきた。

そして 2000 年に，いくつかのテロ対策法を 1 つの法律にまとめるかたちで

2000 年テロリズム法が制定され，その第 1 条においてテロリズムの定義が

なされている 11。この定義は，9.11 事件を受けてその後制定された 2001 年

対テロリズム，犯罪及び治安法をはじめとした一連のテロ対策法のなかでも

改正はなされていない。 

 2000 年テロリズム法の定義については，「重大な」暴力のみを含む点では

抑制的ではあるが，この語句自体は定義されておらず，また，政治的理由に

加え，宗教的もしくはイデオロギー的理由を含むため，法執行機関や裁判所

に広い裁量の余地が与えられているとの批判もある 12。しかし，この定義は，

テロリズムに関する適切な定義について国際社会に何ら手引きとなるものが

与えられていないなかで，多くの国から注目されているものである 13。 
 
３ カナダ 

刑法 第 83.01 条 1 項 

…… 

「テロ行為」とは，次の行為をいう。 

（a）カナダ国内外で発生した作為又は不作為で，カナダ国内で行われる次の

ものをいう。 

 （i）1970 年 12 月 16 日にハーグにおいて署名された航空機の不法な奪取
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の防止に関する条約を実施する 7 (2)にいう行為 

 （ii）1971 年 9 月 23 日にモントリオールにおいて署名された民間航空の

安全に対する不法な行為の防止に関する条約を実施する 7 (2)にいう行為 

 （iii）1973 年 12 月 14 日に国際連合総会において採択された国際的に保

護される者（外交官を含む。）に対する犯罪の防止及び処罰に関する条約を実

施する 7 (3)にいう行為 

 （iv）1979 年 12 月 17 日に国際連合総会において採択された人質をとる行

為に関する国際条約を実施する 7 (3.1)にいう行為 

 （v）1980 年 3 月 3 日にウィーンおよびニューヨークにおいて作成された

核物質の防護に関する条約を実施する 7 (3.4)又は 7 (3.6)にいう行為 

 （vi）1988 年 2 月 24 日にモントリオールにおいて署名された民間航空の

安全に対する不法な行為の防止に関する条約を補足する国際民間航空に使用

される空港における不法な暴力行為の防止に関する議定書を実施する 7 (2)

にいう行為 

 （vii）1988 年 3 月 10 日にローマにおいて作成された海洋航行の安全に対

する不法な行為の防止に関する条約を実施する 7 (2.1)にいう行為 

 （viii）1988 年 3 月 10 日にローマにおいて作成された大陸棚に所在する固

定プラットフォームの安全に対する不法な行為の防止に関する議定書を実施

する 7 (2.1)又は 7 (2.2)にいう行為 

 （ix）1997 年 12 月 15 日に国際連合総会において採択されたテロリストに

よる爆弾使用の防止に関する国際条約を実施する 7 (3.72)にいう行為 

 （x）1999 年 12 月 9 日に国際連合総会において採択されたテロリズムに

対する資金供与の防止に関する国際条約を実施する 7 (3.73)にいう行為 

（b）カナダ国内外で発生した作為又は不作為で，次のものをいう。 

 （i）次のように行われるもの 
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  （A）全体的又は部分的に，政治的，宗教的，イデオロギー的目的又は

理由を含む 

  （B）公衆若しくは人若しくは政府若しくは機関がカナダ国内外にある

かを問わず，全体的若しくは部分的に，経済的安全を含む公衆若しくは公衆

の一部の安全に危害を加え，又は政府若しくは国内若しくは国際機関若しく

は人の作為若しくは不作為を強要することを意図するもの 

 （ii）次のことを意図するもの 

  （A）暴力を用いての人の殺害又は人に対する深刻な傷害 

  （B）人の生命に対する危害 

  （C）公衆若しくはいかなる公共の一部の健康又は安全に対する深刻な

危険を引き起こすこと 

  （D）公有又は私有を問わず，(A)-(C)のいずれかにいう行為又は危害を

生じさせる重大な財産損害を引き起こすこと 

  （E）(A)-(C)のいずれかにいう行為又は危害を生じさせることを意図し

ない示威，争議，ストライキ又は怠業を除く，不可欠なサービス，施設若し

くはシステムの妨害又は深刻な遮断を引き起こすこと 

また，そのような作為若しくは不作為の共謀，未遂若しくは脅迫，又は作

為若しくは不作為に関連する事実若しくは計画後の共犯を含む。ただし，武

力紛争中に行われた作為若しくは不作為，及び行為の時点及び場所が武力紛

争に適用される慣習国際法若しくは条約国際法に合致するか，又は当該活動

が他の国際法の規則によって規律される限りにおいて国家の軍隊がその公務

の範囲内で行った活動は含まないものとする。 

 
 カナダでは9.11事件を受けて2001年12月18日に反テロリズム法が可決

されて刑法が改正され，「テロ行為」の定義が新たに設けられた。カナダは，

テロリズム規制関連条約に基づいて「テロ行為」の定義を行っており，この
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点に特徴が見られる 14。また，政治・宗教・イデオロギー的目的の考慮や，

健康や公共の安全に対する危害，施設やシステムの妨害等を要素として取り

入れている点を見ると，英国 2000 年テロリズム法における定義からの影響

が見て取れよう 15。 
 
４ フランス 

①刑法典 第 421-1 条 16 

 威嚇又は恐怖によって公の秩序に重大な混乱を生じさせることを目的とす

る個人的又は集団的企図と意図的に関連する場合には，次の行為はテロ行為

を構成する。 

1 故意による生命侵害，人の完全性に対する侵害，拉致，監禁，本法典第 2
部（人に対する犯罪）に規定する航空機，船舶その他すべての輸送手段の奪

取 

2 盗取，恐喝，破壊，毀損，遺棄，本法典第 3 部（財産に対する犯罪）に

規定する情報処理に関する犯罪 

3 第 431-13 条から第 431-17 条に規定する戦闘集団及び解散を命じられる

運動に関わった犯罪，第 434-6 条（犯人隠匿）及び第 441-2 条から第 441-5
条（文書偽造）に規定する犯罪 

4 本法第 222-52 条から第 222-54 条，第 322-6-1 条及び第 322-11-1 条，国

防法典第 L.1333-9 条，第 L.1333-11 条及び第 L.1333-13-2 条，第 L.1333-13-3
条2項及び第L.1333-13-4条，第L.1333-13-6条，第L.2339-2条，第L.2339-14
条，第 L.2339-16 条，第 L.2341-1 条，第 L.2341-4 条，第 L.2341-5 条，第

L.2342-57 条から第 L.2342-62 条，第 L.2353-4 条，第 L.2353-5 条 1 項及び

第 L.2353-13 条に規定する武器，爆発物又は核物質に関する犯罪。国務院命

令に規定するカテゴリーD の武器を除く国内安全法典第 317-7 条及び第

317-8 条に規定するものも同様とする。 
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5 上記 1 から 4 に規定する犯罪の隠匿 

6 本法典第 3 部第 2 編第 4 章に規定するマネーロンダリング罪 

7 金融財政法典第L.465-1条から第L.465-3条に規定するインサイダー取引 

②刑法典 第 421-2 条 

 人若しくは動物の健康又は自然環境を危険にさらす性質を帯びた物質を大

気中，地上，地下，食品若しくは食品化合物又は水系並びに領水に放出する

行為であって，威嚇又は恐怖によって公の秩序に重大な混乱を生じさせるこ

とを目的とする個人的又は集団的企図と意図的に関連する犯罪行為は，同じ

くテロ行為とする。 

 
 フランスでは，テロリズムに関する重要な法律として 1986 年 9 月に制定

されたテロ対策及び国の安全の侵害に関する 1986 年 9 月 9 日の法律第

86-1020 号をはじめとして，電信の方法によって発信，伝達，受信された個

人通信の傍受に関する 1991 年 7 月 10 日の法律第 91-646 号，テロリズムの

防遏に関する 1996 年 7 月 22 日の法律第 96-647 号，テロリズムの事件にお

ける夜間の条件付き拘留及び捜査に関する 1996 年 12 月 30 日の法律第

96-1235号，日常の安全に関する2001年11月15日の法律第2001-1062号，

国内安全に関する 2003 年 3 月 18 日の法律第 2003-239 号，テロとの戦いに

関する並びに安全及び国境検査に関する諸規定に関する2006年1月23日の

法律第 2006-64 号等の複数の法律があるが，これらはテロリズムの概念につ

いての定義を規定していない 17。しかし，1992 年の刑法典および刑事訴訟法

典の全面改正の際に第 421-1 条が設けられ，「テロ行為」（actes de terrorisme）
について規定された。その後，新たな形の犯罪が発生する度に法改正が行わ

れ，その都度テロ犯罪の類型に加えるという対応がなされてきている 18。 
 同条はテロ行為について，「威嚇又は恐怖によって公の秩序に重大な混乱を

生じさせることを目的とする個人的又は集団的企図と意図的に関連する」行

為として，具体的には①生命侵害，人の完全生に対する侵害，拉致，監禁，

航空機，船舶その他すべての輸送手段の奪取，②盗取，恐喝，破壊，毀損，
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遺棄，一定の情報処理関連犯罪，③戦闘集団の組織，犯人隠匿，文書偽造，

④致死性のまたは爆発性のエンジンまたは機械を製造または保有すること，

⑤それら犯罪の隠匿，⑥マネーロンダリングおよび⑦インサイダー取引をあ

げている。また，第 421-2 条は，人・動物の健康または自然環境を危険にさ

らす物質を大気中，地上，地下または水系等に放出することをテロ行為と規

定している。 
 
５ ドイツ 

刑法典 第 129a 条 

（1）次の罪を目的とし，又はそのような罪を犯す団体を編成し，又はこれ

に参加した者は，1 年以上 10 年以下の自由刑に処す。 

  1. 謀殺罪（第 211 条），故殺罪（第 212 条），集団殺害犯罪（国際刑法

典第 6 条），人道に対する犯罪（国際刑法典第 7 条），戦争犯罪（国際刑法典

第 8 条，第 9 条，第 11 条又は第 12 条） 

  2. 第 239a 条又は第 239b 条に規定する恐喝的人身奪取罪，人質罪 

（2）次の各号に掲げた罪を犯すことを目的とし，又はそのような罪を犯す

団体を編成した者は，（1）と同様の刑に処す。 

  1. 特に第 226 条に示される，他人に対し，身体的又は精神的な損害を与

えること 

  2. 第 303b 条，第 305 条，第 305a 条の罪，又は第 306 条から第 306c

条又は第 307 条 1 から 3 項，第 308 条 1 から 4 項，第 309 条 1 から 5 項，

第 313 条，第 314 条又は第 315 条 1，3 又は 4 項，第 316b 条 1 又は 3 項若

しくは第 316c 条 1 から 3 項若しくは第 317 条 1 項に規定する公共の利益を

侵害する罪（放火，失火，溢水，軌道・船舶・航空交通に対する危険行為，

公共の経営の妨害，航空交通及び海上交通に対する攻撃等の罪（括弧内＝筆

者）） 
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  3. 第 330a 条 1 から 3 項に規定する環境に対する罪（毒物の解放による

重大な危険を招く罪の場合における環境に対する罪（括弧内＝筆者）） 

  4. 第 19 条 1 から 3 項，第 20 条 1 又は 2 項，第 20a 条 1 から 3 項，第

19 条 2 項 2 号又は 3 項 2 号，第 20 条 1 又は 2 項若しくは第 20a 条 1 から 3
項の各規定，又は第 21 条との結合による罪，若しくは戦闘兵器の管理に関

する法律第 22a 条 1 から 3 項による罪（ABC 兵器や対人地雷の製造の罪（括

弧内＝筆者）） 

  5. 武器法第 51 条 1 から 3 項による罪（火器の不法な所有・製造等の罪

（括弧内＝筆者）） 

 また，上のような団体に参加した者も，1-5 の犯罪の一が次の行為にあて

はまる場合，又はその行為により国家や国際機関が著しく害される場合は，

（1）と同様の刑に処す。民衆を重大な方法で脅迫すること。官庁や国際機

関に対し，暴力や暴力を伴う脅迫によって強制を加えること。国家又は国際

機関の政治的，憲法的，経済的又は社会的な基本構造を不安定化させ，又は

破壊すること。 

…… 

 
 ドイツでは，1970 年代および 1980 年代，また 9.11 事件以降も含め多く

のテロ対策がなされてきたにもかかわらず，テロリズムの定義はなされてい

ない 19。しかし，刑法典第 129a 条は「テロ団体の編成」（Bildung terroristischer 
Vereinigungen）に関する罪を規定し，1 年以上 10 年以下の自由刑を科すもの

としている。団体が目的とする行為については，①謀殺罪，故殺罪，集団殺

害犯罪，人道に対する犯罪，戦争犯罪，②恐喝的人身奪取罪，人質罪，③他

人に対し，身体的または精神的な損害を与えること，④放火，失火，溢水，

軌道・船舶・航空交通に対する危険行為，公共の経営の妨害，航空交通及び

海上交通に対する攻撃等の罪，⑤毒物の解放による重大な危険を招く罪の場

合における環境に対する罪，⑥ABC 兵器や対人地雷の製造の罪，⑦火器の不
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法な所有・製造等の罪があげられている 20。 
 また，2015 年にはテロ戦闘員の渡航およびテロ資金供与を防止するために

刑法が改正され，第 89a 条 2 項において，火器または爆発物等の製造または

取扱いに関する訓練の提供または訓練を受けること等を目的として渡航を企

図し，国家を危うくする重大な暴力行為の予備をした者は，6 か月以上 10
年以下の自由刑に処せられることが規定されている。 
 
６ 日本 

①公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律 第

1 条 

 この法律において「公衆等脅迫目的の犯罪行為」とは，公衆又は国若しく

は地方公共団体若しくは外国政府等（外国の政府若しくは地方公共団体又は

条約その他の国際約束により設立された国際機関をいう。）を脅迫する目的を

もって行われる犯罪行為であって，次の各号のいずれかに該当するものをい

う。 

1 人を殺害し，若しくは凶器の使用その他人の身体に重大な危害を及ぼす

方法によりその身体を傷害し，又は人を略取し，若しくは誘拐し，若しくは

人質にする行為 

2 イ 航行中の航空機を墜落させ，転覆させ，若しくは覆没させ，又はその

航行に危険を生じさせる行為 

  ロ 航行中の船舶を沈没させ，若しくは転覆させ，又はその航行に危険を

生じさせる行為 

  ハ 暴行若しくは脅迫を用い，又はその他の方法により人を抵抗不能の状

態に陥れて，航行中の航空機若しくは船舶を強取し，又はほしいままにその

運航を支配する行為 

  ニ 爆発物を爆発させ，放火し，又はその他の方法により，航空機若しく
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は船舶を破壊し，その他これに重大な損傷を与える行為 

3 爆発物を爆発させ，放火し，又はその他次に掲げるものに重大な危害を

及ぼす方法により，これを破壊し，その他これに重大な損傷を与える行為 

  イ 電車，自動車その他の人若しくは物の運送に用いる車両であって，公

用若しくは公衆の利用に供するもの又はその運行の用に供する施設（ロに該

当するものを除く。） 

  ロ 道路，公園，駅その他の公衆の利用に供する施設 

  ハ 電気若しくはガスを供給するための施設，水道施設若しくは下水道施

設又は電気通信を行うための施設であって，公用又は公衆の利用に供するも

の 

  ニ 石油，可燃性天然ガス，石炭又は核燃料である物質若しくはその原料

となる物質を生産し，精製その他の燃料とするための処理をし，輸送し，又

は貯蔵するための施設 

  ホ 建造物（イからニまでに該当するものを除く。） 

②特定秘密の保護に関する法律 第 12 条 

…… 

2 適性評価は，適性評価の対象となる者（以下「評価対象者」という。）

について，次に掲げる事項についての調査を行い，その結果に基づき実施す

るものとする。 

一  特定有害活動（……）及びテロリズム（政治上その他の主義主張に基

づき，国家若しくは他人にこれを強要し，又は社会に不安若しくは恐怖を与

える目的で人を殺傷し，又は重要な施設その他の物を破壊するための活動を

いう。同表第四号において同じ。）との関係に関する事項（……）…… 

 

 わが国では，テロリズムに対する資金供与の防止に関する国際条約（以下，
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テロ資金供与防止条約）および国連安全保障理事会決議 1373 の内容を適切

に履行するため，2002 年の第 154 回国会で公衆等脅迫目的の犯罪行為のた

めの資金の提供等の処罰に関する法律が制定され，同法のなかに「公衆等脅

迫目的の犯罪行為」が規定されている（①）。同法は，一定の犯罪行為のため

に資金を提供し，または収集する行為それ自体を処罰するためのものである

が，そのための資金提供・収集が処罰される行為，すなわち資金提供・収集

の目的となる行為として，「公衆等脅迫目的の犯罪行為」が定義されている。

これは，資金の提供の相手方・収集者が将来敢行しようと意図している犯罪

行為であり，テロ資金供与防止条約第 2 条 1 項(a)および(b)にあたる行為を実

質的に包摂するように規定したものであるとされる 21。同法にいう「犯罪行

為」とは，資金提供・収集の目的である「公衆等脅迫目的の犯罪行為」が第

1 条各号列記のいずれかに該当し，かつ「公衆等を脅迫する目的」をもって

行われるだけでなく，わが国の刑罰法規に照らして「犯罪行為」であること

を意味する 22。 
 また，2013 年の第 185 回国会で成立した特定秘密の保護に関する法律に

は，適正評価の実施に関する第 12 条において「特定有害活動」とともに「テ

ロリズム」が定義されている（②）。同条の定義におけるテロリズムについて

は，外国を基盤とするものに限られず，日本国内に基盤があるものも含まれ

るとされ，また，いわゆるサイバーテロリズムをも想定したものとされてい

る 23。 
 

３ 国際法におけるテロリズムの定義 

 
１ テロ関連国際条約 

 国際社会には，未だ普遍的に受け入れられたテロリズムの定義は存在せず，

そのため，包括的なテロ規制条約を締結するにも至っていない。しかし，包

括的な定義を有する条約が作成されていないとはいえ，現在までに国際社会

においてテロリズムを対象とした条約が作成されなかったわけではない。国

際社会は，これまでにさまざまな具体的事件を契機として，特定のテーマに
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関する対テロリズム条約を作成する手法をとってきた。現在までに作成され

た条約のうち，代表的なものとしてあげられるのは以下のものである。 
 
 航空機内で行われた犯罪その他ある種の行為に関する条約（東京条約，

1963 年） 
 航空機の不法な奪取の防止に関する条約（ハーグ条約，1970 年） 
 民間航空の安全に対する不法な行為の防止に関する条約（モントリオール

条約，1971 年） 
 国際的に保護される者（外交官を含む。）に対する犯罪の防止及び処罰に関

する条約（国家代表等犯罪防止処罰条約，1973 年） 
 人質をとる行為に関する国際条約（人質行為防止条約，1979 年） 
 核物質の防護に関する条約（核物質防護条約，1980 年） 
 1971年9月23日にモントリオールで作成された民間航空の安全に対する

不法な行為の防止に関する条約を補足する国際民間航空に使用される

空港における不法な暴力行為の防止に関する議定書（空港不法行為防止

議定書，1988 年） 
 海洋航行の安全に対する不法な行為の防止に関する条約（海洋航行不法行

為防止条約，1988 年） 
 大陸棚に所在する固定プラットフォームの安全に対する不法な行為の防止

に関する議定書（大陸棚プラットフォーム不法行為防止議定書，1988
年） 

 可塑性爆薬の探知のための識別措置に関する条約（プラスチック爆薬探知

条約，1991 年） 
 テロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約（爆弾テロ防止条約，

1997 年） 
 テロリズムに対する資金供与の防止に関する国際条約（テロ資金供与防止

条約，1999 年） 
 核によるテロリズムの行為の防止に関する国際条約（核テロ防止条約，

2005 年） 
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 これらの条約は，加盟国に特定の行為を犯罪とするように求めているが，

主として政治的およびイデオロギー的意見の不一致により，これらの条約に

おいてはテロリズムを定義しないかあるいは非常に漠然とした一般的な定義

を行っているにすぎない。 
 
テロ資金供与防止条約 第 2 条 
1 その全部又は一部が次の行為を行うために使用されることを意図して又

は知りながら，手段のいかんを問わず，直接又は間接に，不法かつ故意に，

資金を提供し又は収集する行為は，この条約上の犯罪とする。 
(a) 附属書に掲げるいずれかの条約の適用の対象となり，かつ，当該いずれ

かの条約に定める犯罪を構成する行為 
(b) 文民又はその他の者であって武力紛争の状況における敵対行為に直接に

参加しないものの死又は身体の重大な傷害を引き起こすことを意図する他の

行為。ただし，当該行為の目的が，その性質上又は状況上，住民を威嚇し又

は何らかの行為を行うこと若しくは行わないことを政府若しくは国際機関に

対して強要することである場合に限る。 
…… 
 
 テロ資金供与防止条約の第 2 条 1 項(a)・(b)は，国際テロリズムの統一的な

定義をはじめて試みたもの 24，あるいはテロの定義に類似したものが見られ

る 25との評価があるが，テロリズムの統一的な定義がなされたものとはみな

されていない。 
 
２ 地域条約 

①アラブ・テロリズム規制条約 第 1 条 

…… 

2 個人の進歩又は集団的刑事問題，及び人々の間に混乱を引き起こす，人々

に危害を加え恐怖を引き起こす，又は人々の生命，自由若しくは安全を危険

に陥れる，又は環境若しくは公的若しくは私的な施設若しくは財産に損害を



132 
 
与えるか若しくは奪取する，又は国内資源を毀損するような目的を追求して

行われる暴力行為若しくは暴力による威嚇は，その動機又は目的がどのよう

なものであれ，テロ行為とする。 

 

②国際テロリズムと戦うためのイスラム会議機構条約 第 1 条 

…… 

2 人々を恐怖させる若しくは人々を傷つけると脅迫する若しくは人々の生

命，名誉，自由，安全若しくは権利を危険にさらす若しくは環境若しくはい

かなる施設若しくは公的若しくは私的財産を危険にさらす若しくは奪取する，

又は国内若しくは国際的施設を危険にさらす，又は独立国家の安定，領土保

全，政治的統一若しくは主権を脅かす目的で行われるいかなる暴力行為若し

くは暴力による威嚇は，個別的若しくは集団的な計画を実行するよう行われ

る動機若しくは意図に関わらず，テロ行為とする。 

 

③テロリズムの防止及び闘争に関するアフリカ統一機構条約 第 1 条 

3 …… 

（a）「テロリスト行為」とは，人，いかなる数の人若しくは人の集団の生命，

身体的一体性若しくは自由を危険にさらし，又は人に重大な傷害を与えるか

若しくは死に至らしめ，又は公的若しくは私的財産，天然資源，環境若しく

は文化的遺産に損害を与えるあらゆる国内的犯罪行為をいう。これらの行為

は，次のように計画又は意図されたものでなければならない。 

（i）政府，団体，機関，一般公衆若しくはそれらの部門に対する，いかなる

行為をも行うよう若しくは行わないようにさせるための，又は特定の立場を

採用又は放棄させるための，又は特定の理念に従って行動するようにさせる

ための，脅迫，恐怖，威圧，強要若しくは教唆 
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（ii）公的サービス，公衆にとって不可欠なサービスの提供を混乱させるこ

と，又は公の緊急事態を創り出すこと 

（iii）国家における内乱を創り出すこと 

 

④テロリズムの規制に関する南アジア地域協力連合条約 第 1 条 

 引渡しについての法のあらゆる要請に従って，締約国の法に従い，次の犯

罪を構成する行為はテロリズムとみなし，引渡しのために政治犯罪又は政治

犯罪と関連する犯罪又は政治的動機による犯罪とはみなさないこととする。 

（a）1970 年 12 月 16 日にハーグで署名された航空機の不法な奪取の防止に

関する条約の範囲内の犯罪 

（b）1971 年 9 月 23 日にモントリオールで署名された民間航空の安全に対

する不法な行為の防止に関する条約の範囲内の犯罪 

（c）1973 年 12 月 14 日にニューヨークで署名された国際的に保護される者

（外交官を含む。）に対する犯罪の防止及び処罰に関する条約の範囲内の犯罪 

（d）南アジア地域協力連合関係加盟国が当事国でありかつ締約国に訴追の義

務を課すか又は引渡しを認めるいかなる条約の範囲内の犯罪 

（e）殺人，故殺，傷害を引き起こす暴行，略取，人質をとる行為及び火器，

武器，爆弾及び人に対する重大な身体的傷害又は財産に対する重大な損害を

伴う無差別の暴力を行う手段として使用される危険物に関する犯罪 

（f）(a)号から(e)号の犯罪について，それら犯罪の実行について援助，教唆，

幇助すること，又は共犯として犯罪に参加することによって犯罪を行おうと

すること又はその陰謀 

 

⑤2005 年欧州評議会テロリズム防止条約 第 1 条 

1 この条約の適用上，「テロリスト犯罪」とは，別表に列挙される条約の 1
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つの範囲内の，及びそこにおいて定義されるいかなる犯罪のことをいう。 

2 批准，受諾，承認又は同意についての文書を寄託する場合，別表に列挙

される条約の当事国ではない国家又は欧州共同体は，関係国についてのこの

条約の適用において，当該条約が別表に含まれないとみなすと宣言すること

がありうる。この宣言は，そのような宣言を行った締約国について条約の効

力が生じたならば直ちに失効するものとし，これは効力発生の日に欧州評議

会事務局に通知されるものとする。 

 
 地域条約の中には，国際条約とは異なり「テロ行為」「テロリスト犯罪」を

定義しているものが見受けられる。地域条約は，地理的に限定された地域的

機関の構成国によって締結され，限定された範囲での機能を有するにすぎず，

国際的な影響力の点では限定的といわざるをえないが，各国国内法とともに，

国際法における包括的な規則の作成における基準の設定についての議論に大

いに貢献するとの評価も見られる 26。 

 
３ 国際テロリズムに関する包括的条約草案 

①国際テロリズムに関する包括的条約草案 第 2 条 

1 手段のいかんを問わず，不法かつ故意に，次のことを意図する行為は，

この条約上の犯罪とする。 

（a）いかなる者の死又は身体の重大な傷害 

（b）公共の使用に供される場所，国若しくは政府の施設，公共の輸送システ

ム，基盤施設又は環境を含む，公的又は私的財産に対する重大な損害 

（c）1(b)に規定する財産，場所，施設又はシステムに対する損害であって，

重大な経済的損失をもたらし又はもたらすおそれのあるもの 

ただし，当該行為の目的が，その性質上又は状況上，住民を威嚇し又は何ら

かの行為を行うこと若しくは行わないことを政府若しくは国際機関に対して
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強要することである場合に限る。 

2 1 に定める犯罪を行うとの信用しうるかつ重大な脅迫をなす行為も，犯罪

とする。 

3 1 に定める犯罪の未遂も，犯罪とする。 

4 次の行為も，犯罪とする。 

（a）1，2 又は 3 に定める犯罪に加担する行為 

（b）1，2 又は 3 に定める犯罪を行わせるために他の者を組織し又は他の者

に指示する行為 

（c）共通の目的をもって行動する人の集団が本条 1，2 又は 3 に定める犯罪

の 1 又は 2 以上を実行することに対して寄与する行為。ただし，故意に行わ

れ，かつ，次のいずれかに該当する場合に限る。 

(i) 当該集団の犯罪活動又は犯罪目的の達成を助長するために寄与する場合。

もっとも，当該犯罪活動又は犯罪目的が 1 に定める犯罪の実行に関係を有す

るときに限る。 

(ii) 1 に定める犯罪を実行するという当該集団の意図を知りながら寄与する

場合 

 

②国際テロリズムに関する包括的条約草案 第 3 条（旧第 18 条） 

1 この条約のいかなる規定も，国際法，特に国際連合憲章の目的及び原則

並びに国際人道法に基づいて国，人民及び個人が有する他の権利，義務及び

責任に影響を及ぼすものではない。 

2 国際人道法の下で武力紛争における軍隊の活動とされている活動であっ

て，国際人道法によって規律されるものは，この条約によって規律されない。 

3 国の軍隊がその公務の遂行に当たって行う活動であって，他の国際法の

規則によって規律されるものは，この条約によって規律されない。 
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4 本条は，不法な行為を容認し，又は合法化するものではなく，また，他

の法規によって訴追することを妨げるものではない。この条約の第 2 条に定

められる犯罪に当たる行為は，他の法規に基づいて刑を科することができる。 

5 この条約は，武力紛争において適用される国際法の規則，特に国際人道

法上合法な行為に適用される規則に影響を及ぼすものではない。 

 

③国際テロリズムに関する包括的条約草案 イスラム会議機構提案 第 3 条

（旧第 18 条） 

1 この条約のいかなる規定も，国際法，特に国際連合憲章の目的及び原則

並びに国際人道法に基づいて国，人民及び個人が有する他の権利，義務及び

責任に影響を及ぼすものではない。 

2 国際人道法の下で武力紛争（外国による支配の状況も含む）における当

事者の活動とされている活動であって，国際人道法によって規律されるもの

は，この条約によって規律されない。 

3 国の軍隊がその公務の遂行に当たって行う活動であって，国際法に合致

するものは，この条約によって規律されない。 

4 本条は，不法な行為を容認し，又は合法化するものではなく，また，他

の法規によって訴追することを妨げるものではない。 
 
 1996 年，国連総会は，「国際テロリズムを扱う諸条約の包括的な法的枠組

みをより発展させる手段を検討するため」に，特別委員会の設置を決定した

27。同年インドから，国連総会第 51 会期における加盟国への回覧のために「国

際テロリズムに関する包括的条約草案」が提出され 28，2000 年には，特別委

員会において修正案が提出された 29。 
 インドが提出した包括的条約草案は全 27 条で構成され，草案第 2 条（①）

30 は条約の適用範囲に関する規定であり，犯罪とされるテロ行為が規定され
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ている。同規定については，テロリズムの定義を草案第 1 条の中に組み込む

べきであるとする提案も見られたが，犯罪構成要件をテロリズムの定義と見

ることができることから，こうした機能的定義で満足すべきであるとの認識

も根強い 31。 
 犯罪とされるべきテロ行為の定義という側面に関しては，基本的には国家

間の合意があったとされる 32。しかし，イスラム会議機構諸国を代表するマ

レーシアは，「外国による占領，侵略，植民地主義および覇権主義に対する解

放および自決を目的とする武力紛争を含む人民の闘争」は，テロ行為とはみ

なされないとする規定を草案第 2 条に含めるべきとの提案を行っている 33。

この提案に対しては，テロ行為は，それが自決権の行使として行われたもの

であるか否かを問わず，テロ行為に他ならないとの反対は根強く，民族自決

権の行使としての闘争活動の扱いについての対立は解消されないままとなっ

ている 34。 
 こうした「ある者にとってのテロリストはある者にとっての自由の戦士で

ある」という言葉によって表される脱植民地化の時代から続いてきた問題は，

草案第 3 条（旧第 18 条）35をめぐる議論にも見られる。 
 まず，起草コーディネーターによって提案された条文案（②）第 3 条（旧

第 18 条）2 項における「武力紛争における軍隊の活動」という文言に対し，

イスラム会議機構諸国によって提案された条文案（③）36の文言は，「武力紛

争（外国による支配の状況も含む）における当事者（parties）の活動」とさ

れていた。「武力紛争（外国による支配の状況も含む）における当事者」とい

う表現は「軍隊」という表現よりも一般的であり，これにはハマス，イスラ

ム聖戦およびヒズボラといった組織を条約の適用対象から潜在的に除外する

意図があるとされる 37。 
 また，国家間においてテロリズムの定義に関する合意を妨げるもう 1 つの

要因として，「国家支援テロリズム」や「国家テロリズム」と呼ばれるものを

どのように取り扱うべきか，という問題に関する対立がある。起草コーディ

ネーターによって提案された条文草案第 3 条（旧第 18 条）3 項においては，

「国の軍隊がその公務の遂行に当たって行う活動であって，他の国際法の規
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則によって規律されるもの

．．．．．．．
は，この条約によって規律されない」（傍点＝筆者）

と規定しているが，イスラム会議機構諸国によって提案された条文案は，「国

の軍隊がその公務の遂行に当たって行う活動であって，国際法に合致するも
．．．．．．．．．

の
．
は，この条約によって規律されない」（傍点＝筆者）としている。この提案

は，国家の軍隊の活動が集団殺害や拷問の禁止，国際人道法または国家責任

法を含む国際法に合致しないものである場合には，条約の適用対象にしよう

とするものである 38。こうすることで，国際人道法，国際人権法，国際刑事

法，武力不行使原則，内政不干渉原則や国家責任法を含む国際法に違反する

国家の行動を「国家支援テロリズム」や「国家テロリズム」の名の下で規制

しようとすることが意図された.39。なお，包括的条約草案の前文は「国家に

よって行われるか又は支援されるものを含む」国際テロ行為にはっきりと言

及しており，国家の公式の軍隊の活動を条約の適用対象から除外することは

これと矛盾するとの評価もなされている 40。 
 

４ おわりに 

 

テロに対する明確な定義は，今日でも国際的には確立していない。しかし，

今やテロ行為について規定した国内法は多くの国に見出すことができ，各国

国内法においてテロ行為を定義づける動きは広がりつつある。テロ行為を定

義づける客観的要素としては，確実な重大性をもつ犯罪行為であり，主に人

に対する物理的な暴力の行使であって，現在ではその攻撃が公共施設等公衆

財産の破壊および深刻な損害を含む方向へと拡大しているといえよう 41。ま

た，主観的要素としては，公衆に恐怖および不安を創出し，あるいは政府ま

たは国際組織に強要する意図のいずれかを必要とし，いくつかの定義は，テ

ロを他の大規模な犯罪形態と区別するために，政治的，宗教的または他のイ

デオロギー的動機を必要としているといえる 42。しかし，このようなテロリ

ズムにおいて基本的な要素と考えられるような恐怖を創り出す意図でさえす

べての定義に見出されるわけではなく，そのような意味では各国国内法にお
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ける定義はいまだ多様な状況にあるといわざるをえない 43。 

 国際条約に関しては，その多くがテロ行為に該当する特定のタイプに限定

して作成されたものであり，また，民族解放戦争や国家支援テロリズム等に

関する諸国の意見の対立もあって，テロリズムに関する国際的に受入れ可能

な一般的定義については未だ合意には至っていない。しかし，テロリズム資

金供与防止条約を皮切りに，国際テロリズムに関する包括的条約草案でも，

住民を恐怖に陥れることまたは国家もしくは国際機関に対する一定の作為も

しくは不作為を強要することという，テロリズム現象に特徴的な状況を犯罪

構成要件に組み込む試みもなされてきている。 
今日テロリズムは国境を越えて多数の国家・人々に影響を与える事象とな

っており，これに対応して国際社会が共通の認識に基づいて行動するために

は，統一されたテロリズムの定義を確立するための不断の努力が必要であろ

う。 
 
1 わが国の『国際関係法辞典』では，テロリズムを「政府または革命団体が，第三者に恐怖をつ

くり出すために，暴力を使用しまたはその威嚇を組織的・集団的に行い，ある政治目的を達成す

る手段」と講学上定義している。国際法学会編『国際関係法辞典〔第 2 版〕』（三省堂，2005 年）

634 頁（「テロリズム」の項，西井正弘担当）。 
2『国際法百科事典』は，テロリズムの定義について，「社会的および世界的秩序の保全のために

テロリストの脅威に対処するためには，正確な法的定式化が求められる必要性はない」としてい

る。R. A. Friedlander, “Terrorism,” in R. Bernhardt (ed.), Encyclopedia of Public International Law, Vol. 4 
(2000), p. 846. 
3 C. Walter, “Defining Terrorism in National and International Law,” in C. Walter, S. Vöneky, V. Röben and F. 
Schorkopf (eds.), Terrorism as a Challenge for National and International Law: Security versus Liberty?, 
Vol I (2004), p. 24. 
4 Ibid., p. 24. 
5 初川満「国際社会におけるテロリズムの法的規制」初川満編『国際テロリズム入門』（信山社，

2010 年）59 頁。 
6 各国国内法および各条約・条約草案等の条文については，紙幅の関係上割愛した箇所もあるこ

とをお断りしておく。 
7 たとえば，米国国務省が 1983 年から 2004 年にかけて発行していた『国際テロリズムの動向』

においては，「普遍的に認められたテロリズムの定義はない」とされた。United States Department of 
State, Counterterrorism Office, Patterns of Global Terrorism 2003 (2004), p. xii. 
8 United States Department of State, Bureau of Counterterrorism and Countering Violent Extremism, 
Country Reports on Terrorism 2015 (2016), pp. 406. 
9 大統領令第 13224 号の発令や 2001 年愛国者法の制定以降ブッシュ政権下でとられた米国のテ

ロ対策については，井樋三枝子「9.11 同時多発テロ事件以後の米国におけるテロリズム対策」 
『外国の立法』第 228 号（2006 年）24-27 頁を参照。 
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10 C. Warbrick, “Emergency Powers and Human Rights: The U.K. Experience,” in C. Jinnaut, J. Wouters 
and F. Naert (eds.), Legal Instruments in the Fight against International Terrorism (2004), p. 369; 初川満

「英国テロ規制法の分析」初川満編『テロリズムの法的規制』（信山社，2009 年）121-122 頁。 
11 R. Grote, “Country Report on the United Kingdom,” in C. Walter, S. Vöneky, V. Röben and F. Schorkopf 
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15 初川満「国際社会とテロ規制措置」初川編『前掲書』（注 10）38 頁。 
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同条約による規制を免除されるわけではないと考えられるからである」と述べている。熊谷卓「テ

ロリズムとはなにか――国連包括的国際テロ防止条約における『テロリズム』の位置づけ――」

『新潟国際情報大学情報文化学部紀要』第 13 号（2010 年）69 頁。 
41 Walter, ibid., p. 42. 
42 Ibid., pp. 42-43. 
43 初川「前掲論文」（注 15）36-37 頁。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


